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多摩市公契約条例 

2024（令和６）年度の業務委託・指定管理の労務報酬下限額の設定に関して 

多摩市公契約条例の 2024（令和６）年度の業務委託・指定管理の労務報酬下限額の設定に関し

て、令和５年度第２回審議会で令和５年 10 月の最低賃金である 1,113 円に令和５年度の最低賃金引

上げ額同等の 41 円を加えて令和６年 10 月の最低賃金予想額を 1,154 円とし、そこに「業務の質や

安全性の確保が行える観点を加味」した金額を加えるとの討議が行われました。 

この「～加味した金額」は毎年、次年度の東京都最低賃金引上げを見越した額を想定してその金

額に対する「マージン」として、設定されてきました。ところが、ここ数年の急激な最低賃金引上

げにより、このマージンは当初想定された額に較べて非常に薄いものとなっており、近年では次年

度最低賃金を下回る（マイナスのマージンとなる）事態も発生しています。 

このような中、第２回審議会開催後の 8 月 31 日に、岸田首相の談話として「2030 年代半ばまで

に最低賃金額が全国加重平均で 1,500 円になることを目指す」ことが表明されました。これまでの

最低賃金引上げは、故安倍首相による「年３％の引上げ、将来は 1,000 円程度に」との言及により

齎されてきたものですが、今般の岸田首相発言により、フェーズは大きく変わったものと言えま

す。 

第２回審議会終了後のこの時期の提起が果たして適当であろうかと逡巡も致しましたが、前述の

大きな状況変化を受け、第３回審議会で討議される、「業務の質や安全性の確保が行える観点を加味

する金額」について、改めて下記を検討の対象に含むよう意見を申し上げます。 

記 

1. 業務委託契約・指定管理協定の賃金下限額について 

(1) 「業務の質や安全性の確保が行える観点を加味する金額」を「16 円」とし、業務委託・指定

管理の労務報酬下限額を「1,170 円」とすることを議論願います。 

【理由】 

８月７日に発表された人事院勧告において、初任給を始め若年層に重点を置いて俸給表を引上

げ改定されました。この中で一般職員にあたる、１級係員の月例給は 5.2%の引上げとなりまし

た。この割合を業務委託・指定管理の労務報酬下限額（1,113 円）に換算すると 57 円です。令

和６年 10 月の最低賃金を 41 円と予測した場合、その差額は 16 円です。 

また、過去５年間の業務委託・指定管理の労務報酬下限額の検討と実際の最低賃金引上げ額に

は数円単位の差が生じていることにより、「業務の質や安全性の確保が行える観点を加味」した

金額が圧縮され続けてきました。 

<参考資料>　



 

この額については、平成 27 年度審議会の論議にて「20 円とすることが望ましい」との方向性

が合意され、これを受けて翌年の労務報酬下限額を策定したところ、その翌年には想定以上の最

賃引上げが行われたため、結果として通年では一度も 20 円を確保することなく、現在に至って

います（コロナ禍下除く。付表参照）。 

今年度の春闘では大手企業の 28.7％、中小企業でも 37.0％の企業で５％以上の賃上げ率とな

っています。こうした状況を鑑みれば令和６年 10 月の最低賃金が５％前後引上げられないとは

言い切れません。 

このことを受け、近隣自治体である日野市では８月 31 日の審議会において、来年の最低賃金

上げ幅が５％であっても逆転されないような報酬下限額を検討する必要があることが提起され、

令和６年度労働報酬下限額を 1,169 円で確認がされました。 

上記の観点から、令和６年度業務委託・指定管理の労務報酬下限額を、「業務の質や安全性の

確保が行える観点を加味する金額」として「16 円」を確保した、「1,170 円」とすることを論議

願います。 

以上 

 
付表:労務報酬下限額／東京都最賃 推移  

 

 
  

  
 

年度 労務報酬下限額(A) 対前年 東京都最賃(B) 対前年 ※１ 

2012(H24) 903   
850     

2013(H25) 903 0 
869 19   

2014(H26) 903 0 
888 19   

2015(H27) 903 0 
907 19   

2016(H28) 946 43 
932 25 14 

2017(H29) 962 16 
958 26 4 

2018(H30) 990 28 
985 27 5 

2019(H31) 1,018 28 
1,013 28 5 

2020(R2) 1,046 28 
1,013 0 33 

2021(R3) 1,046 0 
1,041 28 5 

2022(R4) 1,075 29 
1,072 31 3 

2023(R5) 1,109 34 
1,113 41 -4 

 
  

  
 

※１ 業務の質や安全性の確保が行える観点を加味する金額（A - B） 

 


